
令和５年度 年末の交通事故防止運動 

藤 沢 市 実 施 要 領 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 小・中学生交通安全ポスター展 藤沢市長賞 

辻堂小学校６年 池田 静華さんの作品 
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１２月は飲酒運転根絶強化月間です！！ 
 
期   間 令和５年１２月１日（金）～１２月３１日（日）の１か月間 

 

目    的 悲惨な交通事故を引き起こす飲酒運転を根絶するため、飲酒運転の 

危険性、悪質性を訴える運動を市民総ぐるみで展開します。 

 

スローガン 乗る人に 飲ませるあなたも 犯罪者 

 

運動の重点 １ 飲酒運転根絶運動の周知徹底と広報啓発 

２ 飲酒運転を助長する環境の根絶 

３ ハンドルキーパー運動の推奨 

 

重点の取り組み方 

家庭では   …お酒の出る宴席等に家族が出席する場合は、車両を運転しない

ように声をかけましょう。 

職場では   …ハンドルキーパー運動を職場で呼びかけましょう。 

学校・地域では…酒類販売業者・飲食店等と協力して、車両を運転する人には酒

類を絶対に提供しないようにしましょう。 

運転者などは …「飲酒運転は絶対にしない・させない」を徹底しましょう。 
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年末の交通事故防止運動 

１ 目 的 

    年末は交通量が増加する傾向にあり、例年歩行者や二輪車が関係する事故が多発

していることから、市民一人一人に交通ルールの遵守と交通マナーの徹底を呼び掛

ける活動を通じて、交通事故防止の徹底を図ります。 

 

２  スローガン 

「知らせあう 早めのライトと 反射材」 

    「無事故で年末 笑顔で新年」 

 

３ 実施期間 

    ２０２３年（令和５年）１２月１１日（月）から２０日（水）までの１０日間 

  

４ 運動の重点 

(１)横断歩行者（特に高齢者）の交通事故防止 

ア 道路横断する際の安全確認を徹底しましょう。 

イ 夜間の外出には、目につきやすい「明るい服装」や

「反射材」を身につけましょう。 

ウ 運転者は、高齢者と子どもの安全確保に努め、横

断歩道における歩行者優先を徹底しましょう。 

エ 夕暮れ時は、前照灯を早めに点灯することを心掛

けるとともに、ハイビームを上手に活用して歩行

者等の早期発見に努めましょう。 

 

(２)二輪車の交通事故防止 

ア 二輪車を運転するときは、ヘルメットを正しく着用し、二輪車用のプロテクタ

ーやエアバッグジャケットを身に着けるとともに、夜間走行時は、反射材を効果

的に活用しましょう。 

イ カーブや下り坂等では、スピードを控え、急ハンドルや急ブレーキをかけない

ような運転を心掛けましょう。 

ウ 無理な追い越し、割り込み運転等、危険な運転は止めましょう。 

エ 悪天候時には、二輪車の利用を控えるようにしましょう。 

オ 四輪車の運転手は、二輪車は車体が小さいため見落とされやすく、遠くに感じ

る等の、二輪車の特性に配慮した運転に努めましょう。 
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(３)飲酒運転の根絶 

ア「これくらいなら」、「少しの距離だから」とい

う安易な気持ちが一生かかっても償えないほ

ど悲惨な事故を引き起こしますので、飲酒運

転は絶対にやめましょう。 

イ 飲酒を伴う会合等には自動車を運転していく

ことや、自転車に乗っていくことはやめまし

ょう。 

ウ 車両を運転する人には、絶対に酒類を提供し

ないようにしましょう。 

 

５ 各団体等の役割及び運動の進め方 

 

（１） 藤沢市交通安全対策協議会構成機関・団体 

 ア 「重点」・「重点の取り組み方」に基づき、それぞれの地域等の実態に即した

各種交通安全運動を積極的に推進します。 

イ 関係機関・団体の構成員等に、運動について周知徹底を図ります。 

ウ 各種会議、行事などの機会を活用して、運動の趣旨を積極的に周知するととも

に、広報紙（誌）を発行するときは、飲酒運転の根絶を呼びかける記事等の掲

載に努めるなど、飲酒運転を「しない、させない、ゆるさない」社会づくりを

推進します。 

 

（２） 警察 

ア 飲酒運転による交通事故の詳細な分析や、飲酒運転情報等を踏まえ、飲酒運転

の根絶を目的とした効果的かつ計画的な取締りを推進します。 

イ 飲酒運転を検挙した際は、運転者の捜査のみにとどまらず、飲酒運転をするこ

とを知りながら車両や酒類を提供することや、同乗する行為等に対する捜査を

厳正に行います。 

ウ 酒の製造、販売業者、酒類提供飲食店、駐車場関係者等に対する働きかけを強

化し、飲酒運転根絶に向けた協力を要請します。 

 

（３） 交通安全協会 

ア キャンペーンなどの開催を通じて交通安全運

動への参加を呼びかけるほか、地域や職場等

での自主的な活動や交通安全講習会への積極

的な参加を働きかけます。 

イ 交通指導員等による街角アドバイスを積極的

に実施し、「交通安全ひとこえ運動」を推進し

ます。 

ウ ハンドルキーパー運動をドライバーや飲食店

等に対して積極的に働きかけるなど、飲酒運

転の根絶を呼びかけます。 
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（４） 安全運転管理者会・青少年交通安全連絡協議会 

ア 社内の広報媒体や、看板等を活用し、運動の趣旨の徹底に努めます。 

イ 安全運転管理の徹底と、シートベルト等の着用、過労・無謀運転の防止、飲酒

運転の根絶に努めます。 

ウ 交通事故防止キャンペーンや地域で開催される交通安全行事及び職場等での

活動に積極的に参加し、交通安全意識の啓発に努めます。 

 

（５） 教育機関・団体等 

ア 夕暮れ時の交通事故防止を図るとともに、校外指導を強化します。 

イ 自転車・二輪車の安全利用に関する指導の充実を図ります。 

ウ 広報紙（誌）、校内放送等を活用して飲酒運転事故の悲惨さを呼びかけます。 

 

（６） 道路管理者・鉄道事業者 

ア 交通に関する施設の点検整備を実施するとともに、道路

パトロールなどを強化します。 

イ 道路情報板、駅広報、車内広報等を活用し、運動の周知

と交通マナー向上のための広報啓発活動を推進します。 
 
（７） 藤沢市 

ア 各種メディアを活用して、運動の周知と広報啓発を推進します。 

イ 参加体験型の交通安全教室を開催し、効果的な交通安全教育を推進します。 
 

ハンドルキーパー運動 
 

この運動は、「自動車で仲間や知人と飲食店などへ行く場合、お酒を飲まない人

（ハンドルキーパー）を決め、その人が自動車の運転をして仲間などを送り届け

る。」というもので、「乗るなら飲むな、飲むなら乗るな」を実践し、飲酒した人

にハンドルを握らせないという運動です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(全日本交通安全協会ＨＰより抜粋   https://www.jsta.or.jp/about/handle.html) 
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６ 重点の取り組み方 

 

（１） 家庭では… 

 ア 横断歩行者（特に高齢者）の交通事故防止 

  （ア）車両等の直前又は直後の横断、斜め横断、横断禁止場所での横断をし

ないようにしましょう。 

  （イ）夜間の外出には、目につきやすい「明るい服装」や「反射材」を身に

つけましょう。 

  （ウ）接近する車両がある場合は、動作などで横断する意思を運転者に伝え

て、車両が停止することを確認してから横断しましょう。 

 

 イ 二輪車の交通事故防止 

  （ア）無謀運転をしないことを家族で話し合いましょう。 

  （イ）ヘルメットや、二輪車用のプロテクター、エアバッグジャケットを 

着用しましょう。 

  （ウ）二輪車安全運転講習会等、交通安全教育の場へ積極的に参加しまし 

ょう。 

 

 ウ 飲酒運転の根絶 

（ア） 飲酒運転による事故の悲惨さと責任の重大さなどを家族で話し合い 

ましょう。 

  （イ）運転する人には、絶対に酒類を提供しないようにしましょう。 

  （ウ）飲酒が予想される場合の外出は車両で出かけないように注意し合い 

ましょう。 

 

 

（２） 職場では… 

 ア 横断歩行者（特に高齢者）の交通事故防止 

  （ア）職場内の広報媒体を活用して、歩行者を交通事故から守る意識を高め

ましょう。 

  （イ）朝礼や会議などあらゆる機会を活用して「思いやりのある運転」を心

がけるよう指導しましょう。 

  （ウ）暗くて見えにくい夕暮れ、夜間に走行する際、前照灯の早めの点灯、

ハイビームの上手な活用を呼びかけましょう。 

 

 イ 二輪車の交通事故防止 

  （ア）通勤も含めて二輪車利用のある職場では、関係機関・団体と連携し二

輪車安全運転講習などを開催し、通勤時の交通事故が多いなどの二輪

車の事故実態を周知させ、ヘルメットの正しい着用などの従業員への

安全運転の指導を行いましょう。 

  （イ）二輪車の特性を理解させ、点検整備の励行を指導しましょう。 

  （ウ）悪天候時には、二輪車の利用を抑制しましょう。 
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 ウ 飲酒運転の根絶 

（ア） 朝礼、研修会などあらゆる機会を活用し、飲酒運転根絶のための 

指導を徹底しましょう。 

  （イ）飲酒を伴う会合には車両を運転して行かないよう指示を徹底しま 

しょう。 

  （ウ）ハンドルキーパー運動を職場で呼びかけましょう。 

 

 

（３） 学校・地域では… 

 ア 横断歩行者（特に高齢者）の交通事故防止 

  （ア）交通ルールの遵守とマナーの向上についての意識を高めましょう。 

  （イ）歩行者の危険な横断や自転車の危険な運転を見かけたら、地域ぐる 

みで「ひとこえ」かけ合いましょう。 

  （ウ）「ヒヤリ地図」を作成し、危険箇所等について地域住民への周知を図

りましょう。 

 

 イ 二輪車の交通事故防止 

  （ア）「みんなの交通安全教育推進運動『スタートかながわ』」の理念を踏 

まえ、関係機関・団体と連携して事例等を活用した効果的な交通安全指

導を実施しましょう。 

  （イ）交通事故を起こした際の運転者や同乗者などの責任について指導を 

行いましょう。 

  （ウ）地域ぐるみで交通安全の「ひとこえ」をかけ合いましょう。 

 

 ウ 飲酒運転の根絶 

（ア） 朝礼、ホームルーム、職員会議等の場を活用した交通安全教育を 

推進しましょう。 

（イ） 各種会合、行事等の機会に飲酒運転の追放を呼びかけるなど飲酒 

運転根絶の環境づくりに努めましょう。 

（ウ） 飲酒を伴う会合等には車両を運転して行かないようお互いに声を 

かけ注意し合いましょう。 

 

 

（４） 運転者などは… 

 ア 横断歩行者（特に高齢者）の交通事故防止 

（ア） 歩行者を見かけたら、徐行や一時停止するなど、「思いやりのある 

運転」を実施しましょう。 

  （イ） 交差点では、歩行者や自転車に注意を払い、安全に通行しましょう。             

  （ウ）夕暮れ時は、前照灯を早めに点灯するとともにハイビームを効果的に 

活用しましょう。 

 

 イ 二輪車の交通事故防止 

  （ア）交差点進入時には、スピードを落とし、対向右折車との事故を防ぎま

しょう。 
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  （イ）二人乗り時は、バランスを崩しやすく、制動距離も長くなるため、特

に注意して走行しましょう。 

  （ウ）無理な運転を防止するため、関係機関・団体が連携を密にしましょう。 

 

 ウ 飲酒運転の根絶 

  （ア）「これくらいなら」、「少しの距離だから」という安易な気持ちは 

捨て、飲酒運転は絶対にしないようにしましょう。 

  （イ）飲酒を伴う会合等には車両を運転していかないようにしましょう。 

  （ウ）飲酒運転の危険性、悪質性、責任の重大性を意識しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

夜間、街灯が少ない暗い道を走行する時は、前照灯を上向き（ハイビーム） 

にすることで歩行者などを遠くから発見することができ、早期の事故回避措置が 

可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通量の多い市街地や対向車、 

先行車がいる場合は、ロービーム

で走行しましょう。 

ハイビームで走行した場合にはロービーム 

の場合よりも２倍以上遠くから歩行者を早 

期に発見することが可能となります。 
 （警察庁ＨＰより抜粋 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/highbeam.html） 

 ＊＊＊ ハイビームを上手に使いましょう ＊＊＊ 

 

 ＊＊＊ 年末に多い！路上横たわり ＊＊＊ 

 

 

図１：道路に横たわっていた歩行者の 
交通事故による死者数 

【神奈川県内 平成 30年～令和 4年の 5年間（速報値）】 

飲酒あり 

71％ 
 

飲酒なし 

29% 
 

図２：飲酒状況別の割合 亡くなった方の多くが飲酒をして道路に 

寝込んでいた 
（神奈川県警察本部交通部交通総務課 Twitterより抜粋 https://twitter.com/kpp_koutuu/status/1611275093614931968） 

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/highbeam.html
https://twitter.com/kpp
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「年末の交通事故防止運動」キャンペーン実施要領 

 

１ 目  的 

年末の交通事故防止運動の周知徹底を図り、市民に交通安全意識の普及・高揚を

図ります。 

 

２ 実施方法 

各地区の実施場所ごとに創意工夫し、啓発用のチラシやキャンペーン用品の配

布、各種施設の入口等での啓発活動を通じて、交通安全・事故防止を呼びかけます。 

 

３ 実施内容 

各地区や団体で実施できる内容での周知をお願いします。実施する周知方法につ

いては、各団体の会議等でご検討をお願いします。 

 

４ 各地区街頭キャンペーン実施日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 日にち 時間 場所

片瀬 12月11日 16:00～ フジスーパー鵠沼藤が谷店

善行 12月11日 15:00～ 善行駅西口・東口周辺

藤沢東部 12月11日 14:00～ 藤沢駅北口

藤沢西部 12月11日 14:00～ 藤沢駅北口

御所見 12月11日 14:00～ 用田辻～新用田辻交差点

遠藤 12月11日 14:00～ イトーヨーカ堂湘南台店

長後 12月11日 14:00～ 長後駅東口・西口

辻堂 12月11日 14:00～ 辻堂駅南口

湘南大庭 12月11日 15:00～ 湘南とうきゅう前

湘南台 12月12日 15:00～ 湘南台駅東口前、西口前

明治 12月11日 15:00～ 辻堂駅北口ペディストリアンデッキ

鵠沼 未定 未定 未定
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「キュンとするまち。藤沢」公式マスコットキャラクター ふじキュン♡ 

  


